
亀 山 市 告 示 第 ３ ５ 号  

亀 山 市 成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 実 施 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示

を 次 の と お り 定 め る 。  

令 和 ３ 年 ３ 月 １ １ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 実 施 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る

告 示  

 

亀 山 市 成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 １ ８ 年 亀 山 市 告

示 第 ９ ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ３ 条 第 １ 号 中 「 状 況 等 」 の 次 に 「 （ 親 族 等 か ら 暴 力 を 受 け 、 保

護 す る 必 要 が 生 じ て い る 場 合 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 が あ る と 市 長

が 認 め る 場 合 を 含 む 。 」 を 加 え る 。  

附  則  

 こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  


